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※暦年単位での賃上げを表明した場合においては、当該年及びその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し
　を翌年の１月末までに提出すること。
※税務署へ提出したものの写しで良い。



賃金引上げ計画の達成について 

（記載事例１） 
 当社は、評価対象事業年度（又は暦年）において、〇人の従業員が退職する一方、〇人

の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまったものの、継続

雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行

したものと考えております。 
この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出しま

す。 

（記載事例２） 
 当社は、評価対象の前事業年度（前年）は災害時の応急対策に従事することなどによる

超過勤務手当が多く発生した（対前年（度）〇％増加）が、評価対象年（度）においては

その対応がなかったため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。これらの要因によ

り、給与支給総額は○％の増加にとどまったものの、基本給総額は〇％増加していたた

め、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。 この点について、計算の

基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。 

令和〇年〇月〇日 
（住所）  

（法人名） 株式会社〇〇〇〇 

代表取締役 〇〇 〇〇 
（添付書類） 
・〇〇〇 
・〇〇〇 

上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、計算誤り

がない旨確認しました。 

令和〇年〇月〇日 
（住所） 
（公認会計士等の氏名） 

※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。 
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る 

確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方 

１．確認書類の提出方法 

○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示され

ている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記

された書面（別紙－６－３）を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。

※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。 

※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもそ

の後に減点措置を行う。 

※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ

実績を証明することも可能である。 

２．「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方 

○中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」い

ずれを採用することも可能。

○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などによ

り評価することも可能。

○入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場

合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経

理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。 

※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃上げが伴っ

ていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用すること

や賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により

賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱し

ている行為と見なされる。 

※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断する

ことも可能とする。 

（具体的な場合の例） 

（〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金など

により評価することも可能） 

・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少す

る場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。 

・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。 

・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者

など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。 

・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応するた

め、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給
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与総額等を評価する。 

・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求め

られ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら

制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総

額等を評価する。 

・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。 

（〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できな

い場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する） 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途

これを考慮して評価する。 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる

労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。 

・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業

員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。 

・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、

これを除いて評価する。 

・ 令和８年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和８年度中に賃上げを実

施した場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を評価する。 

※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。 

・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、

　 事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から１年間の賃上げ実績を評価するこ

　 とができる。

 　　①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。

　　　 ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが

　　　　 行われていること。

②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。（意図的に賃上げ実施月

　　　 を遅らせていないこと。）

　　　 ※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのでは

　　　　 なく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、

　　　　 当該評価期間の終了月の翌々月末までとなる。
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